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授業参観、保護者会へのご参加ありがとうございました。  校長 水嶋 智巳 

学校のまわりの緑がまぶしい季節となってきました。通勤途中の風景では、田植えの準備

も始まり、これから大きく育っていこうとする生命力を感じる季節となってきました。新年

度が始まってはや１か月が過ぎようとしています。子供たちは、進級した学年で頑張ってい

こうとする意欲を感じるスタートとなりました。 

４月２４日（木）の授業参観・学校経営説明会・保護者会にお越しくださりありがとうご

ざいました。授業参観では、子供たちも少し緊張していたと思いますが、普段の学習の様子

を見ていただきました。各学年ともに、落ち着いて学習に取り組んでいました。また、子供

たちもしっかりと学習に向き合って取り組んでいました。ここで、今年度の学校経営につい

て、話した内容の一部を記載させていただきます。 

「学校教育目標は『かしこい子の育成』です。目指す児童像を『「あおすげ」の合言葉と

して伝えています。『あ』は『明るい挨拶ができる子』」です。明るい挨拶は、人を自然と   

笑顔に導きます。私も毎朝、正門前で子どもたちや送ってくださる保護者の方々に挨拶をし

ていると自然と笑みがこぼれます。『笑う門には福来る』そのような１日を過ごす学校生活

にしていきたいと思います。続いて、『お』思いやりのある子です。すべての教育活動で   

育成してまいります。思いやりのある子は、自分の良さ、人の良さに気付けること、そして

誰かの役に立とうとする心情が芽生えます。世に事を成した人の話を聞くと、『多くの人に

支えられて・応援されて…』と言う言葉をたくさん見つけることができます。『応援する・

応援される』経験を通して、信頼感や自己肯定感を高め、協働できる子の育成に努めます。

次に『す』進んで学ぶ子です。今は激変の時代と言われています。人工知能やロボット、   

情報技術の進化により、10 年後には、今ある職業の半分は無くなっているという学者も  

います。また、SDGｓのように、正解というよりも納得できる答えを見つけていく学びも  

求められています。『主体的・対話的な学び』を実現できる授業に改善してまいります。   

最後は、『げ』元気に運動する子です。安全で健康的な活動が、学校生活の基礎となります。

成長期に体を動かすことは、体力向上以外にも様々な良い影響を与えます。体を動かすこと

の楽しさを味わわせたいと考えています。そして、子供が成長できる学校をめざし、今年度

も教育活動を充実させていきたいと思います。』 

今後も大切なお子さんを預かり、ご家庭とともに成長を支えていくなかで、ともに悩み、

ともに喜び合えるパートナーとして、子どもたちに寄り添っていきます。保護者の皆様の 

ご理解とご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 過日、今年度初めての避難訓練を実施しました。年度初めなので、まずは、避難経路の

確認、避難の仕方の確認を行いました。子どもたちには災害時に「冷静に行動すること」

「周りの状況を見て、下学年の子たちと一緒に避難すること」

「自分の身は自分で守る」ことを話しました。今後も安全意識の

啓発を図っていきます。 

最後に子どもたちが活躍している様子や学校の様子をマチコミ

メールのタイムライン機能を使って紹介させていただきます。 

ぜひ、ご覧ください。 

今月もどうぞよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【５月の主な予定】 

１日（木）１年心電図検査 
 ２日（金）１年生を迎える会 

 ３日（土）憲法記念日  

 ４日（日）みどりの日  

 ５日（月）こどもの日 

 ６日（火）振替休日 

 ７日（水）全校集会 

 ９日（金）２・４・６年歯科健診 

    ３年市内めぐり 

１２日（月）陸上大会壮行会 委員会活動① 

１３日（火）代表委員会 １年眼科検診 

１４日（水）第一部会陸上競技大会 

☀５月のおひさまルーム開設日☀ 

心の教育相談員の渡邉先生の勤務日は１３日（火）、１４日（水）、２０日（火）、    

２１日（水）、２７日（火）、２９（木）日です。また、スクールカウンセラーの倉田先生

の来校日は１２日（月）、２６日（月）です。相談を希望される場合は、開設日当日に   

直接連絡していただくか、教頭経由で事前にご予約いただくことをお勧めいたします。 

 

１９日（月）クラブ活動① 

２０日（火）４年校外学習 

２１日（水）尿検査二次 

２２日（木）１・４年耳鼻科検診 

２３日（金）４年ﾏﾘｰﾝｽﾞﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ 

２４日（土）学校奉仕作業 

２６日（月）教育相談月間～６月２０日 

２８日（水）尿検査二次予備日 

      １年交通安全移動教室 

３０日（金）２年校外学習 

３１日（土）学校奉仕作業予備日 

「第３子以降学校給食費補助金」のご案内 

扶養する子が３人以上いる世帯のうち、第３子以降の子が

佐倉市立小・中学校に在籍している場合の学校給食費相当額

を市が補助します。補助金を受けるためには、毎年、申請が 

必要になりますので、忘れずに申請してください。申請書等は

６月以降に配付予定です。 

【問】佐倉市教育委員会指導課 電話 484-6193 

申請が 

必要です！ 


